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２．令和４年度第２回上尾市子ども・子育て会議 

 

（１）開会 

 

（２）議題 

 

① 第２期上尾市子ども・子育て支援事業計画に関する中間年の見直し

（案）について（資料 1、資料２） 

事務局より説明 

 

ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

 

何点かお伺いしします。1点は資料の 1－②でも国の通知で書いてあり

ますが、新型コロナウイルスの影響の場合には見直しは行わないというこ

とで、いくつかそういう項目がありますが、ファミリーサポートセンター

事業についての説明では、新型コロナウイルスの影響による利用控えとい

うことだけで変更するとなっており、その点についての基準の中身をお伺

いできたらと思います。 

２点目、この量の見込み等々が変更になったことによって、今後事業の

中身にどのような変更点が出てくるのかというところをお伺いした上で、

それが良いか悪いかという判断が必要と思います。それについても各項目

についてご説明いただきたいと思います。 

３点目、６ページのところの一時預かり事業について、一般的な意味で

量の見込みというと、必要な量ということなので、先に量の見込みがあっ

てその上で何園かというところがあるような気がします。しかし先ほどの

説明だと２園が１園になったことで、それに紐づいて量の見込みも減らし

ましたということで、両年で 1900名ぐらい量の見込みが下がるというこ

となのですが、その見込み自体はどのような算出になっているのかお伺い

します。 

 

ファミリーサポートセンター事業は新型コロナウイルスの利用控えと

いうのもありますが、その他に提供会員の高齢化に伴う実働提供会員数の

減少の影響や、地域子育て支援事業と同様に保育無償化の影響もあると考

えたところから、利用者減というところが考えられるということで、見直

しを行いました。 

 

今提供会員のお話がありましたけれど、量の見込みというと必要な量が

どのくらいかという認識なので、提供会員がどうこうではなく利用会員が

どのくらい利用するかというのが一般的な前提だと思いますが、そちらに

ついてはこの算出で一定程度確かであるというのはどういう認識で受け

とめればよろしいですか。 
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ファミリーサポートセンターのこの計画値、当初の計画を立てるにあた

りまして量の見込みを算出しております。その算出方法については国の方

の手引きにより、計算式というのがあるのでが、例えば人口推計ですね。

またその他に、実態調査を実施して地域の実情などを加味して数値の方を

算出しなさいという形になっています。その人口推計と実態調査の結果で

当初の数値というのを出しましたが、今回は大幅に乖離してしまったとい

うところで、あくまでもその国の方針に従って算出したという形になりま

す。 

 

海老原委員がおっしゃるニーズ調査とは違う論理で、量の見込みが選定

されていたということのようですが、これは計画の作り方の枠の問題であ

ろうかと思うのでここで議論するというより、海老原委員から国に対して

言っていただけたらと思います。 

 

一時預かり事業の量の見込みについてですが、こちらにつきましては令

和３年度までの実績を基に、令和５年令和６年度の量の見込みというのを

算出している状況でございます。 

 

そうすると、市内で一時預かりを必要としている方の人数は、数値とし

て出ている合計約 12,000で良いということなのですね。つまり実績値か

らという話がありましたけれども、必要がある方が量の見込みなのだと思

いますが、「必要な人数は実はもっと多い」ということでなく、必要な量

はこの約 12,000で確保できるということでよろしいですか。 

 

それにつきましては、第２期の内容を元に精査して第３期に見直しをし

ていくことになろうかと思いますが、第２期におきましては今、海老原委

員おっしゃった考え方で進めさせていただきたいと思っております。 

 

今のことも含めて、具体的に何か予算だとか事業とかで変更があるので

あればそれを教えていただきたい。 

 

地域子育て支援拠点事業、ファミリーサポートセンター事業におきまし

て、予算については特に変更はございません。今と同じ規模でやっていく

予定でございます。 

 

一時預かり事業につきまして中間見直しで変更しておりますが、予算に

つきましては特に変更は予定しておりません。 

 

他にいかがでございましょうか。 

 

私たちは生活困窮している方たちに、学習教室と家庭訪問事業を行って

おります。2年前から要対協ケースの未就学・未就園の子どもたちに対し

ても見守りということで、家庭訪問をしています。 

今説明があった中で、保育無償化の影響もあって、利用が下がっている

という説明がありましたが、家庭訪問をしていると非常に思うことがあ

り、まず不登校の数が非常に増えております。 
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お話を聞いていると、コロナで行けないと言ったときに、学校の方も 

「しょうがないよね」という形で学校に行かない理由をつけてしまってい

るというのがおそらく大きいかなと思います。それから未就学・未就園の

子どもたちはやっぱり虐待が多いです。この間もヤフーニュースにありま

したが、主に大変な虐待は未就学児周辺で起こっているというふうに考え

ております。 

そういう中で量が減ったのは、ニーズがないからではなくて、ただ外に

出にくくなっただけなのではないかというふうなことを思っています。 

参考にしていただければと思いますが、この保育無償化で保育園に繋が

った家庭が、果たしてちゃんと増えているのかどうか。もう一点が未就

学・未就園の子どもたちが実際減っているのか。この２点が本当に手を伸

ばさなければいけないニーズの部分なのではないかなと私どもは考えて

おります。 

今すぐここでその数を示してくださいという話ではありませんが、一つ

ご意見として申し上げさせていただければと思います。 

 

貴重なご意見だと思います。先ほど事務局からのご説明の中に、新型コ

ロナウイルスによる利用控えに合わせて保育の無償化ということが理由

に挙げられていたのが、地域子育て支援拠点事業とファミリーサポートセ

ンター事業であったかと思いますが、今の土委員からの意見にもし何かこ

の場で提供していただけるような情報がございましたら事務局からお願

いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

今ご質問いただいた中に一つありました、未就学や未就園の児童につい

てですが、こちらのセンターではその未就学・未就園のお子さんについて

こちらで調査を実施しております。令和２年度から実施しておりますが、

令和２年度は初めての年でしたので、３・４・５歳児ということで、３歳

の年齢について調査を行いました。令和３年度は新たに３歳になった子を

対象に調査を行いました。令和３年度で申し上げますと、当調査の結果３

８人の子が未就学・未就園でしたが、ただ内容をお聞きいたしますと、幼

稚園に入園する予定であったとか、インターナショナルスクールに通って

いるとか、あとは企業内の保育所に通っているとかそういったお子さんで

した。この事業については、児童虐待の防止を目的にリスクがあるお子さ

んをそこで見つけたり、相談があったりした場合に、こちらのセンターに

相談するように繋げるなどの支援を行っております。 

 

他にいかがでございましょうか。 

 

資料１-③で変更後の下線の引いてある「能力活用事業」となっている

ところが、変更理由のところは「能力開発事業」のメニューに追加となっ

たためということになっていて、開発事業となっているところを活用事業

と付け替えた理由が何かあるのであれば教えていただければと思います。 

 

能力活用事業が正しい表記となります。 
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他にいかがでございましょうか。 

 

保育所の量の見込みがあり、ハード面とソフト面があると思いますが、

今年度で閉所する保育所もあるとお聞きしております。その点については

マイナスになりますけども、数字的にはいかがなのでしょうか。具体策が

あるのでしょうか。 

 

教育・保育の量の見込みについては、１０月に入所の申請を行っており、

その数字が出た後に推計の児童数が増えるような状態になっております

が、それとあわせて数字を出していきたいと考えておりますので、まだそ

の入所の集計ができていないものですから、次回に教育・保育の量の見込

みについては、お出ししたいと考えております。一応大石保育所と、紅花

保育園の関係のお話が出ているかと思いますけれども、大石保育所につい

ては、来年度閉園するような方向で今進んでいるということと、紅花保育

園はまだどのようになっていくかというところが正式に決まっているわ

けではございませんので、まだその辺りも数字としては出せていない状況

です。 

 

今回の数字には２園がなくなることは入っていないということは、具体

的に進んでいけばもっと乖離が出るということでしょうか。 

 

教育・保育の量の見込みについては、今回出しておりませんので、次回

にお示ししたいと考えております。 

 

今回、紅花保育園がこのままでいくと閉園されるということですが、そ

の要因についてお聞かせいただくことはできますでしょうか。 

 

紅花保育園については今交渉しているところですが、閉園する意向があ

るというところは園の方からは聞いておりまして、保育士が足らないとい

うような話を少し聞いているところです。しかし、今のところはまだ決ま

ったわけではありませんので、また正式に決まったらこの席でご報告させ

ていただこうとは思っております。 

 

今の要員の中で保育士が不足しているというお話をいただきましたが、

私も小規模保育園という枠の中で上尾市において、保育士の求人状況がか

なり厳しい状況であるとお聞きしております。 

今回、紅花保育園が閉園にいたる形の中で保育士が足らないという状況

で、皆さんご存知のように、今、保育士が不足しているということで国を

挙げていろんな対応をされていると思います。それで保育士も今回処遇改

善 3という形になろうかと思いますが、そういった給料の部分などを含め

て、箱じゃなくて人に対して何か行政としてサポートするなり、やってい

く必要があるのかなと思いました。 

今の段階で中間の残りの期間の中で何かされるという予定であればお

知らせいただけると助かります。 

はっきり言いますと保育士の確保政策。上尾市の横はさいたま市です

し、さいたま市の横は川口市、戸田市、東京都と電車 1本ですぐ行ってし
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まいますので、なかなか保育士が上尾で降りてやっていただく、またはこ

の近辺の方を採用するというのはなかなか難しい状況ではないかと思い

ます。 

新設の保育園、箱を作れば来ていただくことはできるのでしょうけど

も、保育士を確保するというのは通勤圏を考えると求人マーケットの取り

合いになるので、給料を上げて取りに行くとなると、別の場所の保育士が

足らなくなります。そういうことを含めると、行政の大きな枠の中で何か

計画していることがあればお聞かせいただけると助かります。 

 

今回の子ども・子育て支援事業計画の中間見直しの中では、そういった

文言を入れる予定はございません。 

ただ、市の政策としてどのようにやっていくか、そのあたりは検討して

いく必要があるというふうには考えておりますので、この場ではちょっと

お話ができませんが、今後検討させていただきたいと考えております。 

 

他にございますでしょうか。 

それではご意見がなければ、ただいまいただいたご意見を承認すること

でよろしいでしょうか。 

 

一同承認 

 

② ヤングケアラー支援について（資料 3） 

事務局より説明 

 

ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

 

３ページに上尾市でインターネット上の調査を実施し、学習端末を利用

してとありますが、こちらは不登校の子どもたちが、端末をきちんと利用

して回答しているかどうかというのが私はすごく気になりました。という

のも、ヤングケアラーの子どもで不登校の子どもはすごく多いです。その

子たちにちゃんと周知が行き渡り、ちゃんと回収になっているか、どこま

で調べられるかというのはありますが、そもそもヤングケアラーがこのヤ

ングケアラーの調査から外れてしまっているという可能性が、いろんな調

査を見てもかなり多いので、そこは留意が必要かと思い質問させていただ

きました。その点について留意があったかどうかだけ少しお聞かせ願えれ

ばと思います。 

 

今回の調査に関しては全児童生徒に依頼をさせていただいて、学校に来

られていないお子さんに対しても通知は届いておりますが、不登校かどう

かの分析はこの調査だとできない形になります。そういったご心配なとこ

ろはあるかと思いますが、そもそも不登校の児童生徒さんの名前や状況に

ついては我々も教育委員会でも把握しているところでございます。その中

でそこを解決するために取り組むことはできるのかなとは思っておりま

す。 

今回の調査で浮き彫りにならないような児童生徒さん、私どもに気づい

ていない児童生徒さんがいる場合、どういう支援が必要かというところを
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主眼に置いて調査をさせていただいております。 

 

１０ページにある要対協での検討、個別支援チームでの支援内容の検討

というので、実は私達アスポートが学習支援事業、家庭訪問しており、特

に不登校の子どもを年間５０回行くということをしております。その中

で、先日子ども家庭総合支援センターと繋がり、情報共有しながらヤング

ケアラーの子をきんと支援できたというケースがありました。家庭訪問を

して、お子さんたち親御さんたちの思いから、どんな支援が必要かという

のを立ち上げることができたと思っております。こういう支援が上尾市で

すでに行われているということと、これが広がっていけばいいなと思った

ので意見として伝えさせていただきます。 

 

他にいかがでございましょうか。 

 

基本理念を共有するための理念条例ということで、本当に市民の方々へ

の啓発に向けてもあった方が良いなというふうに感じました。ヤングケア

ラーは１８歳までというお話があり、また、上尾市では若者ケアラーに対

しても支援していくという話がありました。この若者ケアラーの拾い上

げ、吸い上げというのはどのように考えているのかお聞かせいただければ

と思います。 

 

若者については、18歳を過ぎているということで、中には大学に行って

いたり、就職していたりといろいろなお子さんがいると思います。そこを

拾い上げるっていうのは学校と違いなかなか難しいところではあります

が、いまも若者相談という窓口を設置しておりますが、若者に対してもケ

アラーの相談をこちらで受けますというような周知を、若者に使いやす

い、若者が拾いやすい形で考えていきたいと思います。またそういう人が

出てきた場合に、ヤングケアラーも含め、ケアラー同士、仲間同士で話し

合えるような居場所というものがどういうものなのかも含め、これから検

討してまいりたいと考えております。 

 

条例化されることで、よりそういった方々が自分自身も声を上げやす

い、また、周囲に住んでいる方々も気づきやすくなるということで、環境

作りというのがすごく重要だなというふうに感じました。ぜひ前向きに進

められればと思っております。 

 

他にいかがでございましょうか。 

 

若者のケアラーの中で、就職している方や学校に行っている方について

はある程度企業だったり、学校だったり、そういう窓口の中でそういうア

ピールやそういう場を作ってもらったりすればいいと思いますが、ケアラ

ーであるために就職ができなかったり、そのために何かできなかったりと

いう、その手前のヤングケアラーみたいに犠牲になってしまった人たちに

どうやって支援していくかというのが市だけで本当にできるのでしょう

か。県に要請したり、国に要請したり、窓口は上尾市でもいいと思います

が、そこからどうやって広げていくか、そこが問題だと思います。１８歳
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の人たちが将来性を持って何かをやるっていうことだと思います。そこに

どうやって具体的に支援していくかというのを窓口や条例だけじゃなく

て、それ以上にもう一歩踏み込んで、具体的にどうやって支援していくの

かということを、今後の課題として共有していきたいなと思います。 

 

上尾市は、要保護児童対策協議会とはまた別に、子ども若者のネットワ

ークというもの持っております。その中には市の関係機関だけではなく、

ハローワークなどの雇用や医療、保健所など様々な機関が入っておりまし

て、３４の団体からなっております。そこのネットワークの中で、例えば

就職に悩むお子さん、いろんな方がいらっしゃると思いますので、関係機

関の強みを利用したネットワークっていうものを強めていきたいと考え

ております。 

 

その制度を利用して成果はありましたか。 

 

ネットワークの中を利用して、例えば引きこもりなどの若者の居場所と

いうものを立ち上げております。今まで結びつかずに何年も引きこもって

いた方がそこに通えるようになった、アルバイトするようになった、そう

いった方もいらっしゃいますので、そういったいろんなネットワークは活

用していきたいと考えております。 

 

他にいかがでございましょうか。 

 

若者ケアラーの４ページの部分が非常に重要なところに今後なってく

ると思います。入間市ではヤングケアラーの支援条例ということで、１８

歳以下と区切ってしまっていますが、話を聞くだけじゃない支援が必要に

なる世代がまさに若者ケアラーと定義している１８歳以上だと思います。

そこに繋がるような条例になってくると、全国的にも珍しい条例にもなっ

てくると思いますし、上尾市は子ども・若者支援地域協議会も県内でさい

たま市とうちだけ設置しているということもありますので、ぜひそこにつ

いて今吉田委員からあったような話を踏まえた条例ないしは、具体的な支

援に繋げていただけたらと思いますのでよろしく願います。 

 

他にいかがでございましょうか。 

 

児童虐待であれば児童相談所に相談するとか、そういうのは普通の保護

者でもわかりますが、ヤングケアラーの支援はどこに相談していいのかわ

からない子育て世代がたくさんいると思います。私もそうですけれども、

上尾市だったら子ども家庭総合支援センターが窓口と書いてあるので、こ

れをもっと幼稚園や保育園、小学校中学校の保護者に知れ渡るようにパン

フレットみたいなのを作って配ってほしいなと思いました。 

 

子ども家庭総合支援センターというのが、昨年度から妊娠期から若者ま

でということで総合の窓口になりました。その際に、改めてチラシを作り、

小学校や保育所などにお配りをさせていただいております。今後につきま

しても、こういう相談窓口があるということをヤングケアラーも含めて相
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談していただけるように、周知啓発をしていきたいと考えております。 

 

先ほどアンケートの話があり、本校でも実施をしましたが、子どもたち

はヤングケアラーという言葉が、自分がそうなのか、どういう状態がヤン

グケアラーなのかというのがよくわからない。お手伝いなのか、客観的に

見てヤングケアラーなのかという線引きがよくわからなかったのではな

いかというのが実感でした。 

ヤングケアラーのお子さんと不登校はすごく密接にリンクをしていて、

子の親がちゃんとしないから子どもが学校に来られないのか、子どもが学

校をあまり面白く感じていないから来ないのか、本当にその時々で、場合

によってもいろいろな状況が考えられると思います。 

なので、１件１件丁寧に見て、この家庭の場合は・・・というような取

り組みが必要で、1回アプローチしたからもうそれでおしまいということ

にならないと思います。保護者の方に、「うちは家庭環境を変えるつもり

はありませんから」と言われてしまうと、こちらも中に入ってはいけない

ですし、でも何とか子どもたちは助けてあげたいという気持ちもあり、と

ても難しいものだと思います。 

ぜひ 4％なり 7％なりというお子さんがあぶり出されたのであれば、1回

アプローチしたからというわけではなく、そこの家には何回も何回もやっ

ぱり継続してコンスタントに行かなければいけないということが一点と、

もう一つはやはり具体策というところでは、医療に繋げた方がいいのか、

支援がいいのか、またはその子の気持ち的なものなのか、そういったとこ

ろを汲み取り方策をいくつか提示してあげられると、親にもいいのではな

いかなんてことを思いましたので、検討していただければと思います。 

 

他にいかがでございましょうか。 

 

私は、埼玉県のヤングケアラー支援推進委員会の委員もやっております

が、そこで教育委員会の先生、研究員の先生から、「学校の先生たちがヤ

ングケアラーの子どもがいるとわかった時にどこに繋げればいいかとい

うことが全然周知徹底されていない」とおっしゃっていました。しかし、

学校の先生たちにこれ以上業務を増やすというのは本当に不可能である

ということはよく存じていますので、ちゃんと繋がるということと、継続

的に具体的な支援策が取られるっていうところをきちっと考えていく。ま

ずは先生たちへの周知になりますが、先日、浦和高校の先生から呼ばれて

６０人にお話してきましたが、そういった研修を無償で埼玉県の地域包括

ケア課がやっていますので、学校に呼んでいただくというのも一つありな

のかなと思いました。 

 

他にございますでしょうか。 

なければこの報告を承認することでご賛成いただければと思いますが

承認いただくことでよろしいでしょうか。 

 

一同承認 

 

 



 

 

 

田澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田澤会長 

 

 

 

田澤会長 

 

 

③ 上尾市子どもの貧困対策計画推進、庁内会議について（資料４） 

事務局より説明 

 

ただいまの説明につきましてご質問がございましたらお願いいたしま

す。 

それでは、特にご質問がないようですので、今いただきました報告を承

認することでよろしいでしょうか。 

 

一同承認 

 

④ その他（第３回会議の日程について） 

事務局より説明 

 

何かございますか。これについてよろしいですよね。 

 

一同承認 

 

ありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の議事を終了

させていただきたいと思います。 

 

（３）閉会 

 

 

 

 


